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更生保護施設に保護される人たちの更生のためには、その生
活の拠点である地域社会の人々の温かい理解と援助が必要
です。

地域社会の人 と々の交流
を図るため大会議室を開
放し、ほぼ毎日ご利用いた
だいています。

２００２年１２月、２０１５年１２
月に御沙汰書と御下賜金
を拝受いたしました。

２０18年3月京都保護育成会 
創立70周年記念誌 発刊

健康管理のため、高齢者
の方々が汗を流しておら
れます。

２００６年９月
更生保護関係者の最高の
賞である瀬戸山賞を受賞
し、同氏の人生観を示した
陶板の盾をいただきました。

２０１７年１０月２２日
ＡＮＡクラウンプラザホテル
京都において、更生保護法
人 京都保護育成会 創立
70周年記念式典を挙行し
ました。

２００１年５月
施設の老朽化に伴い、日本
自転車振興会、更生保護
振興財団等からの助成金 
及び 篤志家寄附金等で新
築（鉄筋コンクリート造り
３階建１棟）竣工
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更生保護施設とは、更生保護法人が施設を設置し、刑務所

等から出所しても適当な住居がなく、落ち着くところのない人

たちに国の委託を受けて一定期間、食事、宿泊を援助し、社

会生活に適応するための日常生活の指導、更生の障害とな

る金銭管理、交友関係、飲酒、覚醒剤や麻薬、大麻、危険ドラ

ッグ等の薬物乱用についての生活指導、就労支援を行い、そ

の再出発を支える民間の施設です。

■京都保護育成会の最近のあゆみ
地域社会と更生保護施設

更生保護施設に対するご理解・ご協力を！



定　　員 男子20名（成人18名・少年2名）

１階 大会議室、理事長室、事務室、厨房、食堂、面談室、
倉庫

２階 個室 10室、集会室、洗濯室、洗面所、トイレ、
職員部屋、倉庫

３階 個室10室、洗濯室、洗面所、トイレ、ボイラー室、
浴室、倉庫

建物の構造
鉄筋コンクリート3階建 1棟
敷地面積1284.15㎡
建築面積379.00㎡　延床面積984.32㎡

付帯設備 全館放送、自動火災装置、ソーラー給湯設備、
冷暖房設備、貸ガレージ

保護観察を
受ける人

刑務所等から
釈放された
人たち

寮生の退所後の自立生活を円
滑に送らせるための施策の一つ
として、京都市内の更生保護女
性会の方々のご厚意により、３ヶ
月毎に１回、「男の料理教室」を
実施している。

京都府下の各地区更生保護女
性会の皆様のご厚意により、定
期的に夕食作りの支援をいただ
いている。

就労によって得た金銭につい
ては自立資金にあてがうた
め、日常生活に必要な金額以
外は極力保管金とし、施設に
預けるよう強く指導している。

入会時にまず働くことを指
導し、対象者本人の技能を
活かした求職活動をさせる
と共に、技能を有しない者
については、本人の体力や
性格等を考慮し、協力雇用
主又はハローワークを通じ
て就労させている。

調理師免許を有する調理
員が、栄養バランスの良い
美味しい食事を作るため、
外食が極端に少なく、自立
資金を貯めやすくなってい
る。

福祉事務所、医療機関
と緊密な連携をとってい
る。
定期的に京都府薬務課
から借用したDVD等を聞
いて薬物乱用防止の啓
発を図っている。

事業の運営は、理事会及び評議員会によって決定し運営されて
いる。
事業に必要な経費は、国からの委託費を主な収入源として、関
係団体からの補助金や篤志家からの寄附金、貸ガレージ収益事
業等によって賄われる。また、当会の運営は、右京区の保護司
会、更生保護女性会、地域社会の方々の理解と協力によって支
えられている。

理事８～１１名　評議員１２～１６名　監事２名
理事長、施設長、補導主任、補導員、宿直員、調理員

家庭裁判所で保護観察に付された人
少年院から仮退院した人
刑務所から仮釈放された人
刑の執行を猶予された人

刑務所を満期で出所した人
少年院を満期で退院した人
起訴猶予・刑の執行猶予などの処分を受
け、身体の拘束を解かれた人

当施設は、戦後の混乱期に、生活が苦しく、道を踏み外してしまっ
た一部の在日同胞の姿に胸を痛め、京都民団の初代団長が中
心となり、民族愛・同胞愛のもとに彼らを受け入れ、社会復帰を図
る目的で、司法保護事業法に基づき、朝鮮居留民団司法育成会
京都支部を設立し、その後、更生保護事業法の施行に伴い、更生
保護法人 京都保護育成会に改めて現在に至っています。
設立当初は在日韓国人の受け入れでありましたが、現在では殆ど
日本の人を保護し、年間延べ人員6千5百名を受け入れています。
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京都民団の初代団長が中心となり、在日同胞か
ら寄附を募り、司法保護事業法に基づき、京都
市中京区烏丸丸太町にあった民団京都本部会
館の離れに「朝鮮居留民団司法育成会京都
支部」を設立。
　
京都市南区唐橋琵琶町２７番地に移転する。
　
名称を韓国居留民団 司法育成会京都支部と
改める。

更生保護法に基づき「京都保護育成会」と名称
を変更する。
　
名称を「財団法人 京都保護育成会」と改め、施
設を京都市南区上鳥羽戒光町４５ノ１番地に
移転。
　
施設を京都市右京区西院寿町２０・２１番地
に移転。
　
更生保護事業法の施行に伴い、「財団法人 京
都保護育成会」から「更生保護法人 京都保護
育成会」に組織変更。
　
施設老朽化に伴い、日本自転車振興会、更生保
護事業振興財団等からの助成金及び篤志家か
らの寄附金等で新築工事を行う。
　建物　更生保護施設（収容定員：成人男子、
　18名、青少年男子２名 合計２０名）
   構造：鉄筋コンクリート造３階建１棟
　
更生保護法人 京都保護育成会創立７０周年記
念式典開催
　
京都保護育成会　創立70周年記念誌発行

■ 沿　革 ■事 業 の 運 営 ■ 処  遇  内  容
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■地域社会の方方との関わり


